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対象となるのはどんな家？

　公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律（以下「騒防
法」という。）に基づき、国土交通省が告示した騒音区域内の住宅が、防音工事の対象にな
ります。
　容量拡大（30万回）に係る国土交通省告示（平成23年４月１日）の際、現に所在する住
宅（既にＮＡＡの防音工事助成対象住宅を除く。）のうち、一定の条件を満たす住宅が、新
たに防音工事助成の対象となります。

【新たに防音工事助成の対象となる住宅】
1.容量拡大（30万回）に係る国土交通省告示の際、次ページの緑色の区域内に現に所在
　している住宅。
2.容量拡大（30万回）に係る国土交通省告示の際、次ページの青色の区域内及び赤色の
　区域内に現に所在している住宅。
注１：ただし、都市計画決定（A滑走路：平成13年５月11日、B滑走路：平成13年５月11日
　　及び平成19年12月28日）により定められた航空機騒音障害防止地区内に、その都
　　市計画決定以降に新築された住宅は、防音工事助成の対象にはなりません。
注２：ＮＡＡによる移転補償の対象となる住宅については、移転が困難である事由がある
　　場合にのみ防音工事助成を実施します。
注３：千葉県が定めた航空機騒音対策基本方針（平成23年３月４日）の航空機騒音障害
　　防止特別地区（次ページの赤色の区域内）では、防音工事内容が変更となるため、既
　　にＮＡＡなどからの防音工事助成を受けた住宅でも追加対策の対象となります。

　なお、住宅の所在地、建築年などにより防音工事助成される内容が異なりますので、４
ページの判定フロー図により対策内容を参照してください。
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平成23年４月１日の騒防法告示の際、３ページ
区域概要図の色付き（緑、青、赤）の区域内に所
在している住宅ですか？

住宅が所在しているのは、何
色の区域ですか？

「①新たに第1種区域となっ
た区域」の防音工事助成が
受けられます。
【詳しくは、6ページへ】

「②告示日後住宅防音工
事対象」の助成が受けられ
ます。
【詳しくは、7ページへ】

「③Ｂ工法の防音工事対象」
の助成が受けられます。
【詳しくは、8ページへ】

都市計画決定（航空機騒音障
害防止地区）内に住宅があり
ますか？

昭和60年７月１日の騒防法
告示の際、所在している住宅
ですか？

都市計画決定（A滑走路につ
いては平成13年5月11日、B
滑走路については平成13年
5月11日及び平成19年12月
28日）以降に新築された住宅
ですか？

防音工事助成対象とはな
りません。

防音工事助成対象とはな
りません。

はい

いいえ

青色

緑色赤色

はい

いいえ

いいえ

いいえ

はい

はい



‒5‒

［施工範囲］

［施工例断面］

◎浴室、洗面所、
　便所、納戸は
　対象に入りま
　せん。

住宅防音工事の概要は？

　住宅防音工事は、外郭施工の方法によって航空機騒音の影響を軽減させ、室内にお
いて静穏な生活環境が保たれるよう実施するものです。
　具体的には、住宅の開口部（窓、はき出し、出入ロ）の建具に防音アルミサッシ、防音ア
ルミドア、木製防音ドア等を使用して防音します。また、開口部の工事だけでは防音効果
が得られない場合には、所要の工事を施します。
　なお、その他に防音工事を実施する住宅には、冷暖房設備、換気扇、レンジフードを設
置します。ただし、レンジフードについては、台所が防音区画に入る場合のみ設置しま
す。
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どのような防音工事があるの？　費用の自己負担は？

①【新たに第1種区域となった区域内の住宅】
●防音工事がなされていない住宅に対しては、既存の普通サッシを防音アルミサッシに取
り替える等の工事を実施することによって騒音を軽減します。具体的には、窓、玄関など
の開口部の建具を防音アルミサッシ、防音アルミドアに取り替えます。

●空調機の設置可能台数は、居住する人数に応じて、それぞれ下表の台数を上限として
冷暖房機、換気扇を設置します。

●なお、既に関係市町又は成田空港周辺地域共生財団による防音工事助成を受けている
住宅については、定められている防音及び空調機の設計基準を満たさない部分につい
てのみ防音工事等を実施します。

【Ｃ工法による防音工事助成内容】

助成限度額内の場合には、防音工事及び空調機の設置に要する費用は
ＮＡＡが100%負担します。助成限度額を超える額は、自己負担となります。
設計監理費については、ＮＡＡが100%負担します。

項　目

開口部（建具）

１人世帯

１台

３台

１９０万円

2人世帯

2台

4台

２９０万円

3人世帯

2台

5台

４１０万円

4人世帯

2台

6台

５１０万円

冷暖房機
設置限度台数

換気設備設置限度台数
（レンジフード含む）

助成限度額

自己負担

対　策　内　容

玄関、窓、掃き出し、土間、はめ殺し、トイレ及び風呂の扉の防音対策
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【防音工事助成内容】

助成限度額内の場合には、防音工事に要する費用はＮＡＡが100%負
担します。助成限度額を超える額は、自己負担となります。空調機の設置
工事費については、一部自己負担があります。
設計監理費については、ＮＡＡが100%負担します。

項　目

C
工
法

B
工
法

開口部（建具）

１人世帯

１台

３台

１９０万円

2人世帯

2台

4台

２９０万円

3人世帯

2台

5台

４１０万円

4人世帯

2台

6台

５１０万円

冷暖房機
設置限度台数

換気設備設置限度台数
（レンジフード含む）

助成限度額

自己負担

対　策　内　容

玄関、窓、掃き出し、土間、はめ殺し、トイレ及び風呂の扉の防音対策

開口部（建具）

１人世帯

2台

３台

４２０万円

2人世帯

3台

4台

５８５万円

3人世帯

4台

5台

７５０万円

4人世帯

4台

6台

９００万円

冷暖房機
設置限度台数

換気設備設置限度台数
（レンジフード含む）

助成限度額

壁、天井に減音材、玄関、窓、掃き出し、土間、はめ殺し、トイレ及び風呂の
扉の防音対策

②【告示日後住宅防音工事対象の住宅】
●防音工事がなされていない住宅に対しては、既存の普通サッシを防音アルミサッシに取
り替える等の工事を実施することによって騒音を軽減します。具体的には、窓、玄関など
の開口部の建具を防音アルミサッシ、防音アルミドアに取り替えます。
●また、平成23年３月４日に千葉県が定めた航空機騒音対策基本方針で新たに「航空機
騒音障害防止特別地区」として指定された地区内の住宅注では、開口部の防音対策に加
え、天井及び壁に減音材を施します。（Ｂ工法対応）

注：ＮＡＡによる移転補償の対象となる住宅については、移転が困難である事由
がある場合にのみ防音工事助成を実施します。

●空調機の設置可能台数は、居住する人数に応じて、それぞれ下表の台数を上限として
冷暖房機、換気扇を設置します。

●なお、既に関係市町又は成田空港周辺地域共生財団による防音工事助成を受けている
住宅については、定められている防音及び空調機の設計基準を満たさない部分につい
てのみ防音工事等を実施します。



注
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【防音工事助成内容】

助成限度額内の場合には、防音工事及び空調機の設置に要する費用
はＮＡＡが100%負担します。助成限度額を超える額は、自己負担となり
ます。
設計監理費については、ＮＡＡが100%負担します。

項　目

B
工
法

開口部（建具）

１人世帯

2台

３台

420万円

2人世帯

3台

4台

585万円

3人世帯

4台

5台

750万円

4人世帯

4台

6台

900万円

冷暖房機
設置限度台数

換気設備設置限度台数
（レンジフード含む）

助成限度額

自己負担

対　策　内　容

壁、天井に減音材、玄関、窓、掃き出し、土間、はめ殺し、トイレ及び風呂の
扉の防音対策

③【Ｂ工法の防音工事対象の住宅】
●防音工事がなされていない住宅注に対しては、既存の普通サッシを防音アルミサッシに
取り替える等の工事を実施することによって騒音を軽減します。具体的には、窓、玄関な
どの開口部の建具を防音アルミサッシ、防音アルミドアに取り替え、天井及び壁に減音
材を施します。
●空調機の設置可能台数は、居住する人数に応じて、それぞれ下表の台数を上限として
冷暖房機、換気扇を設置します。

●なお、既にＮＡＡによるＣ工法防音工事助成を受けている住宅　については、Ｂ工法で定
めている防音及び空調機の設計基準を満たさない部分についてのみ防音工事等を実
施します。

注：ＮＡＡによる移転補償の対象となる住宅については、移転が困難である事由
がある場合にのみ防音工事助成を実施します。
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手続きの方法は？

防音工事を希望される方は、助成対象騒音防止工事認定申請書を皆様がお住まいの市役
所又は町役場に提出してください。申請書は、市役所又は町役場の担当課にあります。

工事の申し込み1

ＮＡＡは、市役所又は町役場経由で提出された助成対象騒音防止工事認定申請書に基づき
現地調査を行った後、助成対象騒音防止工事認定書を申請者あてに送付します。（調査日につ
いては、NAAの担当員が事前に電話でご都合をお伺いします。）

工事の認定2

認定書を受領された方は、設計監理業者と住宅防音工事に関する業務について委託契約を
結んでいただきます。
設計監理業者は、皆様に代わって助成金交付申請書を作成しＮＡＡに提出します。

助成金の交付申請3

助成金交付決定通知書を受領された方は、希望する工事施工業者と工事請負契約を結ん
でいただきます。

工事の発注5

工事が完了すると、ＮＡＡの検査員が設計監理業者及び工事施工業者立会いのうえ検査を
行い工事の完了を確認し、別途申請者あてに助成金額確定通知書を送付します。

工事の完了6

助成金額確定通知書を受領後、助成金給付申請書をＮＡＡに提出してください。
この場合の請求は、設計監理業者及び工事施工業者に委任してください。

助成金の給付申請7

ＮＡＡは、助成金の交付申請書を審査し、助成金交付決定通知書を申請者あてに送付します。

助成金の交付決定4





よくあるご質問は？

Q１ 助成対象騒音防止工事認定申請書はどこにありますか？
A１

市役所又は町役場の担当課に備え置いてあります。
事前に、不動産登記事項証明書等で、対象となる時期までに建
てられた住宅かを確認することをお勧めします。

Q2 申請書を提出すれば、防音工事が出来るのですか？
A2

ご提出いただいた書類を審査し、現地調査を行ったうえで判断
することになります。
場合によっては対象とならないことがあります。

Q5 自己負担はあるのですか？
A5

助成限度額内の場合には、防音工事・空調機の設置に要する費
用及び設計監理費はＮＡＡが100％負担します。（ただし、告示日
後住宅防音工事対象の住宅については、空調機の設置工事費
の一部が自己負担となります。）
なお、助成限度額内の場合であっても、工事内容によっては自己
負担が生じる可能性がありますので、詳しくはお問合せください。

Q6 工事を途中で中止したいのですが？
A6

工事を途中で中止する場合、それまでにかかった設計費や工事
費などの費用は、皆様方ご本人の負担となりますので、十分に
ご注意下さい。

Q3 業者がよく営業に回ってきますが、ＮＡＡが業者を指定しているのですか？
A3

ＮＡＡが業者を指定、斡旋することはありません。
業者は皆様方ご本人の責任において選んでいただきます。
なお、設計監理業者と工事施工業者は、それぞれ別の会社にし
ていただく必要があります。

Q4 設計監理業者、工事施工業者との契約は誰が行うのですか？
A4

皆様方ご本人がそれぞれ契約を結んでいただきます。
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平成 23年 4月作成

容量拡大（30万回）に伴う住宅防音工事の問い合わせ先

容量拡大（30万回）に伴う住宅防音工事の内容等について、詳しくは下記へお問合せください。

●NAA　地域共生部 住宅防音工事担当
〒282-8601　成田市成田国際空港内　ＮＡＡビル

℡０４７６－３４－５８７４
●成田市役所　空港部 空港対策課
〒286-8585　成田市花崎町760

℡０４７６－２０－１５２１
●芝山町役場　環境空港対策課●芝山町役場　環境空港対策課
〒289-1692　芝山町小池992

℡０４７９－７７－３９０６
●横芝光町役場　企画財政課 空港対策室
〒289-1７９３　横芝光町宮川１１９０２

℡０４７９－８４－１２７９
●山武市役所 企画政策課 空港対策室（松尾出張所内）
〒289-1５９３　山武市松尾町松尾４０－２

℡０４７９－８０－７１１５
●多古町役場　企画財政課
〒289-2292　多古町多古584

℡０４７９－７６－５４０９
●河内町役場　総務課
〒300-1392　河内町源清田1183

℡０２９７－８４－２１１１
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